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重要事項説明書（介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護） 

 

２０２５年５月１日 適用 

当事業者が提供する標記サービスの内容に関し、あなたに説明すべき重要事項は次

のとおりです。 

１ 事業の目的と運営の方針 

介護予防短期

入所生活介護 

「要支援利用者」が、可能な限りその居宅において自立した日常生活

を営むことができるように、入浴・排せつ・食事等の介護その他の

日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機

能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも

のとします。 

短期入所生活

介護 

「要介護利用者」が、可能な限りその居宅においてその有する能力に

応じ、自立した日常生活を営むことができるように、入浴・排せつ・

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに

より、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神

的負担の軽減を図るものとします。 

 

２ 事業者の概要 

開設者の名称 社会福祉法人 駿河厚生会 

主たる事務所の所在地 静岡県沼津市大岡３５７１番地の１ 

電話番号 ０５５-９２６-８５００ 

法人の種別及び名称 社会福祉法人 駿河厚生会 

代表者職 理事長 

代表者氏名 河野 義文 

 

事業所の名称 

介護予防短期入所生活介護事業所 

沼津フジビューショートステイ 

短期入所生活介護事業所 

沼津フジビューショートステイ 

施設の所在地 静岡県沼津市大岡３５７１番地の１ 

電話番号 ０５５-９２６-８５００ 

介護保険事業所番号 ２２７１１０００３０ 

指定年月日 

介護予防短期入所生活介護事業所 

沼津フジビューショートステイ 平成１８年４月１日 

短期入所生活介護事業所 

沼津フジビューショートステイ 平成１２年１月１日 

通常の送迎の実施地域 

（送迎サービスを行える地域） 

沼津市大岡地区、門池地区、第五地区、金岡地区、 

及び長泉町 

管理者 介護老人福祉施設 沼津フジビューホーム施設長 
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３ 事業所の位置づけ 

当事業所は、介護老人福祉施設「沼津フジビューホーム」に併設され、当該介護老

人福祉施設と一体的に運営されています。また、介護予防短期入所生活介護と短期入

所生活介護の二つの介護サービスを同一の事業所において一体的に提供しています。 

 

４ 事業所の概要 

定 員 ２０人 

居 室 
○４人部屋  ３室   ９．０８㎡／１人 

○個室    ８室  １５．７３㎡／１人 

浴 室 
○一般浴槽 

○特殊浴槽 

食堂及び機能訓練室 １６８．０㎡ 

その他の設備 

○静養室  １２．８０㎡ 

○医務室  ３９．６０㎡ 

○面接室  ２７．００㎡ 

 

５ 事業所の職員の概要              

職種 員数 勤務の体制 

管理者 １人 常勤兼務１人 主な職種の従事時間 

生活相談員 

日勤：8:30～17:30 

看護職員 

日勤：8:30～17:30 

介護職員 

早番：7:30～16:30 

日勤：8:30～17:30 

遅番：9:30～18:30 

夜勤：16:30～9:30 

機能訓練指導員  

日勤：8:30～17:30 

医師 嘱託  １人 常勤 ０人 非常勤１人 

生活相談員 １人 常勤 １人 非常勤０人 

看護職員 ３人以上 常勤換算 

介護職員 ２４人以上 常勤換算 

管理栄養士 ２人 常勤 １人 非常勤１人 

機能訓練 

指導員 

１人 常勤 １人 非常勤０人 

介護支援 

専門員 

２人 常勤 ２人 非常勤０人 

事務職員  常勤 １人以上 非常勤０人 

調理員 

クリエイティブ食彩倶楽部㈱ 

委託給食です。 

住所：富士市伝法１１４－９ 

TEL ：0545-21-1055 

※上記の職員数は、事業所と一体的に運営している介護老人福祉施設の職員を含んで

います。夜間は常時３人の夜勤介護職員を配置しています。    

 

 

 

 １人 
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６ 担当の職員    あなたを担当する事業所の職員は以下のとおりです。 

職 種 職員名 

生活相談員 髙 橋 智 恵 子 

看 護 課 長 木 元 聡 美 

介 護 課 長 藤 森 綾 子 

管理栄養士 岡 本 歩 

介護支援専門員 中 牟 田 一 朗  

ショートリーダー 原  由 美  

 

７ サービスの概要 

○ 基本サービス 

① 介  護：食事の介助・着替え介助・排せつ介助・おむつ交換・体位交換・事

業所内移動の付添い・相談等の精神的ケア・日常生活の世話 

② 入  浴：最低週２回入浴可能です。ただし、利用者の身体状況により特別

浴又は清拭となる場合があります。 

③ 送  迎：通常の送迎の実施地域内の利用者について、居宅⇔事業所間の送

迎を行います。 

④ 健康管理：嘱託医師や看護職員が利用者の健康管理を行います。 

⑤ 機能訓練：機能訓練室にて利用者の身体状況に応じて機能訓練を行います。 

⑥ レクリエーション：適宜利用者のためのレクリエーション行事を行います。 

 

※上記サービスは、利用者ごとに作成する介護予防短期入所生活介護計画（要支

援利用者）もしくは短期入所生活介護計画（要介護利用者）に基づき提供しま

す。ただし、利用期間が４日に満たない利用者については、作成しない場合が

あります。 

 

○サービス提供におけるＩＣＴ機器の運用 

  当事業所は、全 20 床に「眠りＳＣＡＮ」ほかＩＣＴを活用した見守り機器を導入 

し、介護のＩＣＴ化に取り組んでいます。 

眠りＳＣＡＮ 居室ベッドに敷いて、体動（寝返り・呼吸・心拍など）を検出

し、異常の際には、職員に通知するシステムです。 

利用者の状況・状態に合わせ、覚醒・起き上がり・端座位・離

床など職員に通知するタイミングの設定を行うことにより、利

用者が必要とするタイミングで職員が円滑にケアに入ること

ができます。 
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クリアトークカム 全職員がインカムを常時着用し、音声連絡による連携のもと、

ケアを行います。「眠りＳＣＡＮ」の異常検知やナースコール

の通知も、リアルタイムで音声通知され、迅速に対応します。 

 

○利用者の負担で受けられる「その他のサービス」 

① 理美容：月１回、外部業者の出張による理容・美容サービスが受けられます。 

② その他のオプションサービス：末尾別表に記載していますのでご覧下さい。 

 

８ 利用料金 

（１）介護保険の給付対象となるサービス 

厚生労働大臣が定める下記の料金表に基づき、利用者の要支援・要介護度区分及び

居住環境に応じたサービス利用料金から、介護保険給付額を除いた金額を自己負担額

として、お支払い下さい。サービスの利用料金は、利用者の要支援・要介護度区分に

応じて異なります。 

 

〇介護予防短期入所生活介護費・短期入所生活介護費 

※介護保険費 地域区分７級地（１単位＝１０．１７円）で計算されます。 

居室(居住環境)等 サービス利用に係る自己負担単位 

個
室
・
多
床
室 

共
通 

介護予防 
要支援１ 

要支援２ 

４５１単位／日 

５６１単位／日 

短期入所 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

６０３単位／日 

６７２単位／日 

７４５単位／日 

８１５単位／日 

８８４単位／日 

※当事業所は、介護老人福祉施設の併設事業所として「併設型」料金が適用されます。 

 

○加算分 

サービス提供体制強化加算 自己負担単位 

介護福祉士の人数（常勤換算）が、介護職

員の一定の割合以上、配置されることによ

り算定します。 

（Ⅰ）２２単位／日 

（Ⅱ）１８単位／日 

（Ⅲ） ６単位／日 

 

※配置体制により、（Ⅰ）～（Ⅲ） 

のいずれか１つのみ算定され 

ます 
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看護体制加算 自己負担単位 

医療・看護の質を高めるため看護職員の配置

体制により算定します。 

（Ⅰ）４単位／日 

（Ⅱ）８単位／日 

 

※配置体制により、（Ⅰ）または（Ⅰ）

（Ⅱ）の両方が算定されます 

 

医療連携強化加算 自己負担単位 

重度者の増加に対応するため、急変の予測

や早期発見等のために下記要件を満たし

実際に重度な利用者を受け入れた場合に

算定します。 

 

イ 看護体制加算（Ⅱ）を算定しているこ

と。 

ロ 利用者の急変の予測や早期発見のた

め看護職員による定期的な巡視を行って

いること。 

ハ 主治の医師と連絡が取れない場合に

備えてあらかじめ協力医療機関を定め、緊

急やむを得ない場合の対応に係る取り決

めを行っていること。 

二 急変時の医療提供の方針について利

５８単位／日 

 

※次のいずれかに該当する状態に

限ります。 

イ 喀痰吸引を実地している 

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器

を使用している 

ハ 中心静脈注射を実施している 

二 人口腎臓を実地している 

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等

により常時モニター測定をし

ている 

へ 人工膀胱又は人工肛門の処置

をしている 

ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養

夜勤職員配置加算（Ⅲ） 自己負担単位 

（１）夜間帯の職員勤務に関する配置基準

数に１を加えた数以上の介護職員又は

看護職員の配置 

（２）夜間帯を通じた、常時１名以上の 

「口腔内の喀痰吸引行為」有資格登録者の

配置 

により算定します。 

１５単位／日 

 

※要介護１～５の方のみ 

機能訓練指導員加算 自己負担単位 

専従の機能訓練指導員を配置している場

合に算定します。 

１２単位／日 

 

※要介護１～５の方のみ 
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用者から合意を得ていること。 が行われている 

チ 褥瘡に対する治療を実施して

いる 

リ 気管切開が行われている 

 

長期利用減算 自己負担単位 

連続して３０日を越えてサービスを利用

された場合、３１日目以降は、所定単位よ

り減算されます。 

△３０単位／日 

 

送迎加算 自己負担単位 

送迎が必要と認められる利用者について、

居宅 ⇔ 事業所間の送迎を行った場合に

算定します。 

１８４単位／片道 

 

認知症行動心理症状緊急対応加算 自己負担単位 

認知症行動心理症状が認められ、緊急対応

が必要な場合に算定します。 

２００単位／日 

（利用開始日から最大７日） 

 

若年性認知症利用者受入加算 自己負担単位 

若年性認知症利用者を受け入れる場合に

算定します。 
１２０単位／日 

 

緊急短期入所受入加算 自己負担単位 

緊急時の受け入れに対する要件を満たし

た場合に算定します。 

９０単位／日 

（利用開始日から最大７日） 

 

生産性向上推進体制加算 自己負担単位 

見守り機器等のテクノロジーを導入する

とともに、生産性向上ガイドラインに基づ

いた業務改善の取組等を継続的に行い、そ

の効果を厚生労働省にデータ提出してい

る場合に算定します。 

（Ⅰ）１００単位／月 

（Ⅱ） １０単位／月 

 

※（Ⅰ）（Ⅱ）のいずれかが算定さ 

れます 

 

介護職員処遇改善加算 自己負担単位 

介護職員等の賃金改善等を目的として、算 

定します。 

基本単位及び各加算において算定

した単位数の合計のうち所定の割

合 
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   （Ⅰ）140/1000 

   （Ⅱ）136/1000 

   （Ⅲ）113/1000 

   （Ⅳ） 90/1000 

※（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅳ）のいずれ 

 か１つのみ算定されます 

 

あなたの被保険者証に支払方法の変更の記載（あなたが保険料を滞納しているため、サ

ービスの提供を償還払いとする旨の記載）があるときは、費用の全額を支払っていただき

ます。この場合、当事業者がサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、

市町の窓口に提出して差額（介護保険適用部分の７割～９割）の払い戻しを受けて下さい。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。ただし、利用者負担

段階が、第１段階から第３段階までの方については、①滞在費と ②食事に係る費用が、

補足給付（特定入所者支援(介護)サービス費)の対象になりますので、負担限度額認定

を受けている場合は、認定証に掲載してある負担限度額をお支払いいただきます。ただ

し、介護保険給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担となります。 

 

 

利用者負担段階 所得要件 資産要件 

第１段階 ・世帯全員が市民税非課税で、 

 老齢福祉年金受給者 

・生活保護受給者 

預貯金等が１，０００万円以下の方 

（夫婦で２，０００万円以下） 

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、そ

の他の合計所得金額と年金収入

額の合計が８０万円以下の方 

預貯金等が６５０万円以下の方 

（夫婦で１，６５０万円以下） 

第３段階① 世帯全員が市民税非課税で、そ

の他の合計所得金額と年金収入

額の合計が８０万円超１２０万

円以下の方 

預貯金等が５５０万円以下の方 

（夫婦で１，５５０万円以下） 

第３段階② 世帯全員が市民税非課税で、そ

の他の合計所得金額と年金収入

額の合計が１２０万円超の方 

預貯金等が５００万円以下の方 

（夫婦で１，５００万円以下） 

第４段階（非該当） ・本人が市民税課税の方 

・本人が市民税非課税で世帯員 

 に市民税課税者がいる方 

・配偶者が市民税課税の方（世  

 帯分離している場合を含む） 

利用者負担段階に応じた上記の資

産要件を満たさない方 
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①居住費 

 

②食 費 

食材費及び調理諸経費 

朝食 ４４０円 

昼食 ７００円（おやつを含む） 

夕食 ６６０円 

※１食ごとの計算となります。 

利用者負担段階 １日当たりの負担額 

第１段階 ３００円 

第２段階 ６００円 

第３段階①   １，０００円 

第３段階② １，３００円 

上記以外 １，８００円 

 

③連続３０日を超えて短期入所生活介護を利用した場合の３１日目の利用料金 

介護給付の対象となる指定短期入所介護の連続利用は、３０日を超えることが認められ

ないため、引き続き利用される場合は３１日目について全額が自己負担となります。 

※ただし、３１日目を全額自己負担した場合は、連続利用のカウントがリセットされる

ため、支給限度額以内の利用であれば再び介護給付の対象となります。 

※一つの短期入所生活介護事業所から、別の短期入所生活介護事業所へ日を空けること

なく移動した場合も連続利用となりますが、短期入所療養介護事業所からの移動につ

いては連続利用に当たらず、３０日を超えた利用が認められる場合があります。 

 

④その他の費用 

オプションサービスとして、末尾別表に記載してありますのでご覧下さい。 

 

居室区分 利用者負担段階 １日当たりの負担額 

個 室 

(減価償却費・光熱水費相当) 

第１段階 ３８０円 

第２段階 ４８０円 

第３段階① ８８０円 

第３段階②  ８８０円 

上記以外 １，２３１円 

多床室 

(光熱水費相当) 

第１段階 ０円 

第２段階 ４３０円 

第３段階① ４３０円 

第３段階② ４３０円 

上記以外  ９１５円 
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（３）要支援・要介護認定前のご利用について 

 

（４）料金のお支払方法 

 

９ サービス利用に当たっての留意事項 

ご利用に当たり、利用者の共同生活の場として快適性、安全性を確保するために下記

の事項をお守り下さい。 

○ 医療への依存度が高い方、体調が不安定な方については、サービスの提供ができませ

んので、該当される方は、ご利用に先立ち医師の診断をお願いする場合があります。  

 → ご利用時に、体温３７．５℃又は安静時血圧１８０mmHg以上の方はサービスの提

供ができません。 

○ 持参されるお薬の分包には、必ずお名前を記載して下さい。 

お薬の内容が変わった場合にも事前にお知らせ下さい。 

○ 持ち込まれる衣類等の私物には利用者のお名前をご記入下さい。 

○ 面会 面会時間： 午前９：３０～午後４：３０ 

※来訪者は、必ず職員に届け出て下さい。 

※なお、来訪される場合、「生もの」の持ち込みはご遠慮下さい。 

○ 外出・外泊 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。(行き先を確認させていただ

きます。) なお、外泊期間中の居住費を負担していただきます。 

 

○ 食事 

・朝食：８：００～  昼食：１２：００～  夕食：１８：００～ 

・食事が不要な場合は、当日の午前１０時までにお申し出下さい。期限までにお申

し出があった場合には、１食単位での「食事に係る自己負担額」が減免されます。 

・外泊等に際して、当日の午前１０時までにご連絡がないまま、あらかじめお申し出

いただいた予定日に帰来されない場合には、当日の食費の全額をお支払いいただき

ます。 

○利用者がまだ要支援・要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額

をいったんお支払いいただきます。「要支援」もしくは「要介護」の認定を受けた後、

自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。ただし、「自立」

と認定された場合には退所していただくとともに、利用期間中の費用の全額が自己負

担となります。 

○「要介護」もしくは「要支援」の認定を受け、償還払いとなる場合、利用者が保険給付

の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

あなたが当事業者に支払う料金のお支払いは、月ごとの精算とします。 

毎月１５日までに、前月分ご利用いただいたサービス利用料金の請求をしますので、２

７日までにお支払い下さい。お支払方法は、口座振替にてお願い致します。 
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○ 喫煙 

施設屋内・屋外（敷地内）は全面禁煙となっておりますので、喫煙はご遠慮いた 

だきます。 

○ 飲酒 

・お酒は、行事等で飲めるようにします。家で健康のため飲まれている方は、持っ

てこられても構いません。 

・飲酒が禁止されている場合にはあらかじめお知らせ下さい。 

○ 金銭の管理 

大金の持ち込みはご遠慮下さい。必要に応じて事務室でお預かりします。 

○ 事業所・設備の使用上の注意 

・居室、共用施設及び敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

・故意又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、事業所・設備を破損

したり、汚したりした場合には、利用者の自己負担により原状に復していただく

か、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○ その他 

  ・所持品の持ち込みは、生活上の最小限の持ち物に限らせていただきます。 

・事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営

利活動を行うことはできません。 

・ペットの飼育はご遠慮下さい。 

・サービスの提供及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、利

用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。ただし、

その場合は、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮に努めます。 

 

１０ サービスの終了 

当事業所の利用は、次の事項に該当するに至った場合には終了し、利用者に退所して

いただくことになります。 

 

① あなたの都合でサービスの終了を希望する場合 

・ 退所希望日の７日前までに退所届出書をご提出下さい。 

 

② 事業所側の都合でサービスを終了する場合 

・ 人員不足等やむを得ない事由により、サービスの提供を終了させていただく場合があり

ます。この場合は、サービス終了日の１０日前までに、文書によりあなたに通知するとと

もに、他の指定（介護予防）短期入所生活介護事業所等を紹介する等の適切な措置を講じ

ます。 

 

③ 自動終了 

  ・ 次の場合は、サービスは自動的に終了となります。 

  ア) あなたが他の介護保険施設に入所された場合 

  イ) あなたの要介護度が、「自立」と認定された場合 

  ウ) あなたが亡くなられたとき 
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④ その他 

・ 当事業者が、ア) 正当な理由がなくサービスを提供しない場合、 イ) 守秘義務に違

反した場合、 ウ) あなたやあなたの家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った

場合、エ) 事業所が破産した場合、あなたは文書で通知することにより直ちにこの

契約を終了することができます。 

・ あなたが、ア) サービスの利用料金を３ヵ月以上滞納し、支払いの催告を再三受け

たにもかかわらず支払わないとき、 イ) 当事業者に対してこの契約を継続しがたい

ほどの背信行為を行った場合は、文書であなたに通知することにより、直ちにこの

サービスを終了させていただくことがあります。 

 

１１ サービス提供における事業者の義務 

事業者は、利用者へのサービスの提供に際して、次のことを守ります。 

① 災害、虐待の受入れ等、やむを得ない理由を除き、定員を超過して利用者を受入れま

せん。 

② 利用者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

③ 利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、利

用者から聴取、確認します。 

④ 利用者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、利用者

又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し身体的拘束その他の方法により行動を

制限しません。 

身体的拘束その他の行動制限を行う場合には、必要最小限のやむを得ない態様にとど

めるとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由を記録します。 

⑥ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するに当たって知り得た利

用者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません（守秘義務）。 

ただし、サービス担当者会議や利用者に緊急な医療上の必要がある場合には、あらか

じめ同意を得て、利用者又はご家族等の情報を提供することができます。 

⑦ 事業所内には、苦情解決委員会、身体拘束廃止委員会、事故防止安全衛生点検委員会

等の各種委員会を設置し、定期的にサービスの点検を行うなど、適切かつ安全なサー

ビスの提供に努めます。 

 

１２ 緊急時の対応方法及び医療機関との連携について 

  ご利用中、あなたの容体に変化等があった場合は、速やかにあなたの緊急連絡先、

主治医及び当事業所の協力医療機関等に連絡します。 
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あなたの主治医 
氏 名  

連絡先  

緊急連絡先 
名 称  

連絡先  

 

協力医療機関 

名 称 池田病院 

連絡先 
駿東郡長泉町本宿４１１番地の５ 

TEL：０５５－９８６－１２１２ 

 

協力歯科医療機関 

名 称 野口歯科医院 

連絡先 
沼津市三枚橋町６番地の５  

TEL：０５５－９６３－００５０ 

 

１３ 身元保証人及び連帯保証人 

利用者に対して、「身元保証人」１名及び「連帯保証人」１名を定めていただきます。

但し、社会通念上、利用者に身元保証人をたてることができない相当の理由が認められ

る場合は、その限りではありません。なお、身元保証人と連帯保証人は同一の方でも差

し支えありません。 

 

身元保証人及び連帯保証人は、次の責務を負います。 

（身元保証人） 

①この利用に基づく利用者の、事業所に対する債務の保証人としての責任を負います。 

②利用者がご自身の必要のため外出する場合、送迎・付添いを行っていただきます。 

③利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよ 

うにご協力いただきます。 

④利用の解除及び終了時には、利用者の状態に見合った適切な受入れ先の確保に努めて 

いただきます。 

⑤利用の終了後には、利用者の身柄及び所持品（残置物）を引き取っていただきます。 

また、引渡しにかかる費用については、利用者又は身元保証人にご負担いただきます。 

⑥その他、利用者の身上に関する必要な措置をお願い致します。 

（連帯保証人） 

①１００万円を上限として、この利用に基づく利用者の、事業所に対する債務を利用者

と連帯して負担します。 

②連帯保証人にご負担いただく債務額は、利用者又は連帯保証人が死亡したときに確定

します。 

③連帯保証人から請求があったときは、施設は、利用者の全ての債務額等に関する情報

を連帯保証人に提供します。 
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身元保証人及び連帯保証人の変更・連絡先の変更について 

・身元保証人及び連帯保証人が、それぞれの義務の履行が困難になった場合には、 

利用者は新たな身元保証人・連帯保証人を選任して、事業所に通知しなくてはな 

りません。 

・施設が新たな身元保証人・連帯保証人の選任に同意する場合には、契約当事者間 

で当該保証人等の変更に関する「合意書」を締結し、契約当時者が「利用契約書」 

と合わせて保管するものとします。 

・身元保証人・連帯保証人の住所・連絡先が変更になる場合には、速やかに事業所 

 までご連絡ください。 

 

１４ 特記事項 

１ 宿泊を伴わない(介護予防)短期入所生活介護の利用について 

宿泊を伴わない(介護予防)短期入所生活介護は、緊急の場合であって、他の居宅サー

ビスを利用できない場合に限り認められます。この場合、利用者について専用のベッ

ドを確保するなど、適切なサービスの提供に努めます。  

 

１５ 非常災害対策 

消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に

基づき、また、消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。 

非常時の対応 

火災時消火できる場合は、消火器、消火栓にて消火 

関係各所に連絡 

消火できない場合は、消防署に通報 

平常時の防災訓練等 

毎月 1 回防災訓練を実施 

施設内消防設備の点検、チェック 

緊急連絡網の整備 

防災設備 

消防器具、スプリンクラー設備、パッケージ型自動消火設備、自

動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器

具及び設備、非難器具、誘導灯等及び誘導標識、配線、 

防排煙制御設備、非常電源 

消防計画 

消防署への届出 

平成 21 年 11月 6 日 

防災管理者 猪又 吉一 

内 容  ① 消防計画に検討及び変更 

      ② 消火、通報、避難訓練の計画とその実施 

 

      ③ 建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施

及び指導監督 

     ④ 火気の使用又は取扱に関する指導監督 

     ⑤ 入所者の把握と安全管理 

     ⑥ 管理権限者に対する助言及び報告 

     ⑦ その他防火管理上、必要な業務 
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１６ 業務継続計画（ＢＣＰ） 

 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施 

し、早期の業務再開を図るための業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、計画に基づいて定期 

的に訓練や内容の見直しを行っています。 

 

１７ 感染症対策 

 新型コロナウイルス、インフルエンザほか感染症の感染予防及び感染拡大防止につい

て、業務継続計画を策定し、平素より対策を徹底しておりますが、サービス利用中の共同

生活において、利用者または職員に感染者が発生することがあります。感染リスクが疑わ

れる場合には可能な限り速やかにご連絡をさしあげるように致します。また、感染状況に

よってはサービスの提供休止・縮小・日程変更等の対応をお願いすることがありますので、

ご了承ください。 

 

１８ 災害発生時の対応 

 地震や集中豪雨、台風、大雪等の自然災害が発生した場合、送迎時間が遅延する、もし

くはサービス提供が休止となることがあります。可能な限り連絡をさしあげるよう努める

とともに、業務継続計画に基づく速やかなサービスの復旧再開に努めますが、被災状況や

通信状況によってはご連絡ができない場合がありますので、ご了承ください。 

 

１９ 事故発生時の対応 

① サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族等に

連絡を行うとともに、必要かつ適切な措置を講じます。 

② 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

③ 事故防止安全衛生点検委員会において、その分析を通じた改善策を検討するととも

に、従業者に再発防止を周知徹底する体制を整備します。 

 

２０ 損害賠償 

 当事業所において、事業所の責任によって利用者に生じた損害については、当事業所 

は賠償額が確定し次第速やかにその損害を賠償します。 

 但し、その損害の発生について、利用者に故意または過失が認められ、かつ利用者の 

置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合、当事業所の損害賠償額が減額さ 

れることがあります。 

（例：利用者が転倒により骨折したとき、事業所に明らかな過失が認められない場合、 

治療費は利用者負担となることがあります） 

また、天災・事変などの不可抗力、火災・盗難・暴動・外出中の不慮の事故により利用者

が受けた損害については、当事業所の故意または重大な過失による場合を除き、当事業所は

一切の賠償責任を負いません。 
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２１ 虐待防止の取組みと発生時の対応 

利用者やその家族に対して、虐待に該当する行為を行うことのないよう虐待防止の理

解をはじめとする研修等を行い、発生の予防に努めます。また、虐待が発生した場合に

は速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者

に報告します。 

 

２２ 福祉サービス第三者評価の実施有無 

実施はありません。 

 

２３ 苦情処理 

当事業所の利用に関するご相談・苦情、及び施設サービス計画に基づいて提供する各

サービスについてのご相談・苦情を承ります。苦情申し出者は、苦情を申し立てたこと

により、何らかの差別待遇を受けません。 

また、「意見箱」を１階事務室前に設置していますので、お気軽にご利用下さい。 

 

 

このほか、次の公的機関や当事業所が設置する第三者委員等に苦情を申し立てること

ができます。 

沼津市 市民福祉部 長寿福祉課 
〒410-8601 沼津市御幸町 16-1 

電 話 ０５５－９３４－４８７３ 

長泉町 長寿介護課 
〒411-8668 長泉町中土狩 828 

電 話 ０５５－９８９－５５１１ 

                    

                  

電 話               

静岡県国民健康保険団体連合会  

介護保険課 苦情相談窓口 

〒420-8558 静岡市葵区春日町 2-4-34 

電 話 ０５４－２５３－５５９０ 

第三者委員  

○森田 紀  沼津市大岡３４５－１    電話：０５５－９６２－３３３５ 

○越川 年  沼津市岡宮１３３０－４１ 電話：０５５－９２１－８５０９ 

※第三者委員は、公平中立な立場で苦情を受け付け、相談に乗っていただける委員です。 

苦情受付担当者  髙橋 智恵子（生活相談員） 原 由美（ショートリーダー） 

電話 ０５５－９２６－８５００ 

FAX  ０５５－９２６－８５０４ 

苦情解決責任者  河野 義文（介護老人福祉施設沼津フジビューホーム施設長） 

電話 ０５５－９２６－８５００ 
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苦情の申し出があった場合における当事業所の苦情処理の手順は次のとおりです。 

苦情解決の取り組みの流れについて 

(1) 苦情の受付 

① 苦情受付担当者は、ご利用者等からの苦情を随時受け付けます。なお、第三者委員

も直接苦情を受け付けることができます。 

② 苦情受付担当者は、ご利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、そ

の内容について苦情申出人に確認します。 

ア.苦情の内容 

イ.苦情申出人の希望等 

ウ.第三者委員への報告の要否 

エ.苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、 

立ち会いの要否 

③ ウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図

ります。 

                      

(2) 苦情受付の報告・確認 

① 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者と第三者委員に報告し

ます。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした

場合を除きます。 

② 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行います。 

③ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認す

るとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 

 

(3) 苦情解決に向けての話し合い 

① 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。その際、苦情申

出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができま

す。 

② 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により

行います。なお、苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができま

す。 

ア.第三者委員による苦情内容の確認 イ.第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ.話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

 

 

(4) 苦情解決結果の記録、報告 

① 苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確 

保されます。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねていきます。 

ア.苦情受付担当者は、苦情受付から解決、改善までの経過と結果について書面に記

録します。 

イ.苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について第三者委員に報告し、



17 

必要な助言を受けます。 

ウ.苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び

第三者委員に対して一定期間経過後、報告します。 

 

(5) 解決結果の公表 

① ご利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図

るため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載

し、公表します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

（事業所） 

 指定（介護予防）短期入所生活介護の提供に当たり、この説明書に基づいて重要事項を

説明しました。なお、加算については加算条件を満たした場合の算定となること、ご利用

中に加算の内容が変更となる場合があることを説明しました。 

  所在地  静岡県沼津市大岡３５７１番地の１ 

  名 称  社会福祉法人 駿河厚生会 

  説明者 （介護予防）短期入所生活介護事業所             印 

 

（利用者） 

指定（介護予防）短期入所生活介護に関する重要事項の説明を受け、指定（介護予

防）短期入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。なお、加算については加

算条件を満たした場合の算定条件となること、利用中に加算の内容が変更となること

に同意しました。 

利用者 

住 所                                  

氏 名                                印 

 

□代理人（選任した場合） □署名代行者（代筆した場合） □家族・立会人 

住 所                                  

氏 名                                印 

  利用者との関係                              
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別表 その他のオプションサービス利用料金 

 

項 目 内 容 利用料金 

特別な食事

（お酒を含み

ます） 

ご希望に基づいて特別な食事を提供します。 実費相当額 

理容・美容 
月に１回、専門業者の出張による有料理容・

美容サービスをご利用いただけます。 
２，０００ 円／回 

日常生活上 

必要となる 

諸費用 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活

に要する費用でご利用者に負担いただくこと

が適当であるものにかかる費用を負担いただ

きます。（歯磨き・歯ブラシ・ティッシュ・石

鹸等） 

実費相当額 

教養娯楽費  

参加いただく施設のレクリエーション、クラ

ブ活動参加費として、特に個別的な費用とし

て材料費相当額をご負担いただきます。 

実費相当額 

通信費 
はがき・切手・コピー・ファックス等をご利

用になった場合の費用です。 

実費相当額 

（１０ 円～） 

居室管理料金 

ご利用者が、利用終了後も居室を明け渡さない

場合等に、本来の利用終了日から現実に居室が

明け渡された日までの期間に係る居住費の全額 

     円／

日 

施設・設備等

の破損 

業者の請求に基づき、実費をご負担いただきま

す。 
実 費 

私物の洗濯代 
外部クリーニング業者に洗濯をご希望の場合

は、職員までお申し付けください。  
実 費 

 

※経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する

ことがあります。その場合、変更の内容及び変更する事由について、あらかじめご

説明し、利用者からの同意を得るものとします。 

 


